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広報
川北小学校 6年

五藤 萌夏さん

私の夢「保健師になりたい」

今月の　題字

令和 2 年
第 701 号

内容 MAIN CONTENTS

02 安芸市地域応援プレミアム付商品券

03 コロナに負けるな！全国・市町村対抗

オクトーバー・ラン＆ウォーク 2020

17 市民表彰の推薦を募集

23 第 2 回 安芸市職員採用試験

24 楽しく元気な 75 歳以上の人をご紹介！
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2広報あき 令和2年 10月



3 広報あき 令和2年 10月



→　時刻表のお問い合わせは、 総務課 ☎35・1000まで 4広報あき 令和2年 10月



市内の移動は、乗り降り自由の「元気バス」をご利用ください。　→5 広報あき 令和2年 10月



→　詳しくはお問い合わせください。　■問　総務課 ☎35・1000 6広報あき 令和2年 10月



安芸市ホームページはバナー広告を募集中　→7 広報あき 令和2年 10月



→　時刻表のお問い合わせは、 総務課 ☎35・1000まで 8広報あき 令和2年 10月



市内の移動は、乗り降り自由の「元気バス」をご利用ください。　→9 広報あき 令和2年 10月



■問　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300　632・0301

安芸市第3期健康増進計画において、

令和２年度は「休養生活リズム・心の健康」
を重点課題として取り組んでいます！

　健康的な睡眠と休養があってこそ、活発な日常生活

が営めます。子どもの睡眠習慣の問題は幼児期からさ

まざまな影響があり、睡眠不足や睡眠障害が続くと、

肥満や生活習慣病（糖尿病・高血圧）、うつ病などの

発症率を高めたり症状を増悪させたりする危険性があ

ります。子どもの睡眠習慣は大人の生活スタイルを映

す鏡です。家族全員で生活習慣を見直しましょう。

　私たちは朝目覚めて明るい光を浴びてから約 14 時

間後に徐々に眠気を感じるように体内時計がセットさ

れています。朝起きる時間が不規則だと生体リズムが

乱れてしまいます。まずは一週間決まった時間に早起

きをするようにしましょう。「早寝・早起き」ではな

く「早起き・早寝」をするようにしてください。1 ～

２週間ほど続けると体内時計は徐々に朝型に変わり、

早起きの辛さも減ります。早起きをすることで太陽の

光と朝食を効果的に使って体内時計の時刻合わせを行

うことができます。ただし週末に寝坊してしまうと体

内時計が一気に乱れてしまうので注意してください。
　厚生労働省が行っている 21 世紀出生児縦断調査で

は、子どもの睡眠習慣について追跡調査を実施してい

ますが、4 歳 6 カ月時点で、21 時前に就寝する子ど

もは 5 人に 1 人以下しかいませんでした。これは親

が残業などで帰宅が遅いことなども影響しています。

親のライフスタイルによって子どもの睡眠も大きな影

響を受けることを意識しましょう。

　子どもでも、生活スタイルや睡眠習慣の改善だけで

は対処できないさまざまな睡眠障害がみられます。睡

眠時無呼吸症候群や夢遊病、夜尿症、アトピー性皮膚

炎のかゆみによる不眠など大人と同様にさまざまな睡

眠障害があります。寝ている途中に呼吸が止まる、眠

りの質が悪い、夜間に身体の異常な動きがある、日中の

眠気が強いなど、気になる症状が１カ月以上続くときに

はかかりつけの小児科医などに相談してください。

【参考：厚生労働省生活習慣病予防のための健康情報サイト】

　日本の学生は世界的に見ても夜更かしをしているこ

とで有名です。眠気のために授業に集中できず、学習

障害や注意欠陥多動性障害などの発達障害と間違われ

たケースもあります。平日に比べ週末に 3 時間以上遅

くまで寝ている場合は睡眠不足の可能性があります。

睡眠と休養は健やかな成長の源 健康的な睡眠と休養のために「早起き・早寝」

幼児の睡眠習慣の問題

睡眠障害を見逃さない

学童期の睡眠習慣の問題

今回は

「子どもの睡眠」に

ついて紹介します

令和3年4月からの保育所（園）入所の

受け付けを10月1日から始めます！
■問　福祉事務所こども係☎35・1009　635・1028

入所のしおり・申込書の配布、受付

・開始日　10 月 1 日（木）

・配布場所　福祉事務所こども係、各保育所（園）、

  　　　　　市ホームページ

▽入所手続き　令和 3 年 4 月からの新規入所を希望される児童

の申し込みを受け付けます（安芸市内すべての保育

所（園）の入所基準、申込手続きなどは同じです）。

　新規入所・転所を希望される人は、児童同伴で

の簡単な面接を行います。申込書や必要書類は面

接当日にご提出ください。詳しい面接の日程など

については、入所のしおりや市ホームページにて

お知らせします。

・昼間、家事以外の仕事をしている

・出産の前後、病気、心身障害

・長期の病人や心身障がい者を看護している

・災害などを被った家庭

　など、これらの事情により家庭で保育をするこ

とができず、その家庭で他に保育をする人がいな

い場合に限ります。

▽入所基準

→　お子さんかお孫さんを紹介してみませんか？ 10広報あき 令和2年 10月



健康テレホンサービス

☎ 088・832・5266　10 月の週間予定表

月 抜けたままの歯ありませんか？

火 不妊でお悩みの人へ

水 アンチドービングについて

木 大丈夫ですか？あなたの唾液

金 パーキンソン病

土日 鍼灸・マッサージの保険診療の範囲

提供：高知保険医協会

10 月の休日在宅当番医

4日 宇都宮内科 ☎ 32・0500

11日 森澤病院 ☎ 34・1155

18日 EAST マリンクリニック ☎ 34・0003

25日 尾木医院 ☎ 34・3155

診療時間：9時～ 17時

県立あき総合病院（☎34・3111）は救急に対応

検診（健診）項目 対象者 自己負担金

①胸部検診 ( レントゲン検診） 40 歳以上の男女 無料

②特定健診 40 歳～ 74 歳の男女 無料

③特定健診に準じた健康診査
19 ～ 39 歳の国保の男女

} 1,300 円
19 ～ 39 歳の社保被扶養の女性

④後期高齢者健康診査 後期高齢者医療の被保険者男女 無料

⑤肝炎ウイルス検査
これまでに市の肝炎ウイルス検査を
受けたことのない、40 歳以上の男女

700 円

⑥胃がん検診（集団検診・バリウムによる検診） 50 歳以上の男女（2 年度に 1 回の受診です） 900 円

⑦胃がん検診（個別検診・医療機関による、胃内視鏡検診） 50 歳以上の男女（2 年度に 1 回の受診です） 3,400 円

⑧前立腺がん検診 50 歳以上の男性 600 円

⑨大腸がん検診 40 歳以上の男女 500 円

⑩子宮頸がん検診 20 歳以上の女性（2 年度に 1 回の受診です） 800 円

⑪乳がん検診 40 歳以上の女性（2 年度に 1 回の受診です） 1,000 円

項　目 月　日 受付時間 ところ

無医地区診療
10月20日（火）

14:10～15:00
畑山公民館

10月27日（火） 東川公民館

健康相談 10月13日（火） 10:00～12:00 市民館別館

10月2日（金）

13:30～15:00
健康ふれあい

センター
「元気館」10月16日（金）

10月28日（水）

10:00～12:00

市役所

13:15～16:00

飼い犬・飼い猫
の引き取り

などに関する
相談窓口

　飼い主には、飼っている犬や猫を終生まで飼養およ

び管理を行う責任があります。やむを得ず飼えなく

なった場合は、新たな飼い主を探し、譲渡するなど、犬・

猫が生涯を全うできるよう努力しましょう。

　どうしても飼い続けることができなくなった場合

は、下記窓口までご相談ください。

自主運動

室内用のシューズ
飲み物・タオル

持ち物

運動教室
（参加費 100 円）

室内用のシューズ
飲み物・タオル

持ち物

400mリットル献血をお願いし
ています。
睡眠、食事が十分に取れて体調
の良い人にお願いしています。

つくし会
生活習慣病

予防サークル（ ）

■問　安芸福祉保健所☎34・3173

愛の献血（予定）

■問　健康ふれあいセンター「元気館」

　　　☎32・0300　632・0301

あなたと、家族のためにぜひ受けましょう！

がん検診・特定健診

＊事前に申し込みが必要です。　＊70 歳以上の人は、市が実施する上記⑥～⑪の検診は無料です。

＊胃がん検診は、集団検診か個別検診のいずれかで、2 年度に 1 回の受診になります。

そ の 他

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
■問　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300　632・0301

○発熱・風邪症状があるときの受診の仕方

・息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状のい

ずれかがある場合

・重症化しやすい人（＊）で、発熱や咳などの比較的

軽い風邪の症状がある場合

＊高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患の基礎疾患があ

る人や透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤な

どを用いている人

・上記以外の人で発熱や咳など比較的軽い風邪の症

状が続く場合

かかりつけの病院・診療所へ事前に電話相談し、
指示に従って受診　または　高知県新型コロナウイ

ルス健康相談センターに電話相談（☎ 088・823・

9300 受付時間 9 時 ～ 21 時）

　長引く風邪の大部分は、新型コロナウイルス以外の感

染症によるものです。高齢者の人は肺炎にかかりやすく、

その多くは肺炎球菌によるものです。肺炎を未然に防止

するために、肺炎球菌やインフルエンザの予防接種を早

めに受けるようにしましょう。

＊医療機関にかかるときは感染拡大予防のため、複数の

　医療機関を受診することは控えてください。

「赤ちゃん集まれ！」のコーナーでは、写真を募集中　→11 広報あき 令和2年 10月



乳幼児健診 あきっ子あつまれ！
■問　健康ふれあいセンター「元気館」

☎32・0300　632・0301
■問　健康ふれあいセンター「元気館」

☎32・0300　632・0301

■問・申込　安芸市社会福祉協議会
　　　　　  ☎35・2915　635・8549

３～４カ月児健診
▽と　き　10 月 6 日（火）12 時 30 分～

▽対　象　令和 2 年 6 月生まれ

　　　　　（個別通知します）

▽と　き　10 月 30 日（金）10 時 ～ 12 時
　　　　　（時間内ならいつでもどうぞ！）

▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」
▽対　象　乳幼児とその保護者
▽持ち物　お子さんを預けられる人は、バスタオル、
　　　　　おむつ、お茶、さ湯など
＊参加希望の人は、下記まで申し込みをお願いします。

＊なかよし広場と同時開催です。

◯あきっ子広場

◯すくすく広場、歯ッピー・キッズランド
（計測・栄養相談・歯科相談・助産師相談・交流）

9～10カ月児健診
▽と　き　10 月 13 日（火）12 時 30 分～

▽対　象　令和元年12月生まれ

　　　　　（個別通知します）

1歳 6カ月児健診
▽と　き　10 月 6 日（火）13 時～

▽対　象　平成31年1月生まれ

　　　　　（個別通知します）

3歳児健診
▽と　き　10 月 13 日（火）13 時～

▽対　象　平成 29 年 6 月生まれ

　　　　　（個別通知します）

健康ふれあいセンター「元気館」

ところ（全日共通）

ボランティアと一緒に遊ぼう!
預けるだけでもOKです！（ ）

▽と　き　10 月 4 日（日）10 時 30 分 ～ 12 時

　　　　　（時間内ならいつでもどうぞ！）

▽ところ　健康ふれあいセンター「元気館」

▽対　象　乳幼児とその保護者

▽持ち物　母子健康手帳、バスタオル、おむつなど

＊歯ッピー・キッズランドの受付時間は、
　10 時 30 分 ～ 11 時 30 分です。

ロタウイルスワクチンの定期接種が始まります

インフルエンザ定期予防接種のお知らせ

■問　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300　632・0301

■問　健康ふれあいセンター「元気館」☎32・0300　632・0301

　令和 2 年 10 月 1 日からロタウイルス

ワクチンの定期接種が始まります。

▽対象者
　令和 2 年 8 月 1 日以降に生まれた人

▽対象者
　安芸市に住民登録があり、予防接種時において、

次の①②のうち、本人が接種を希望する人

① 65 歳以上の人

② 60 ～ 65 歳未満で、心臓、じん臓または呼吸器

の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限さ

れる程度の障がいを有する人およびヒト免疫不

全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほと

んど不可能な程度の障がいを有する人

（身体障害者手帳 1 級に相当）

▽接種期間　10 月 1 日～ 12 月 31 日
　　　　　　　（委託医療機関の休診日を除く）

▽接種申込方法
　県内委託医療機関に直接お申し込みださい。

＊生活保護を受給している人は、免除証明書をお持ちで

あれば自己負担金が免除となります。免除証明書の発

行手続きは、印かんをご用意のうえ元気館までお越し

ください。

▽接種回数　上記の接種期間中　1 回のみ

▽接種料金　無料（＊）

▽接種費用　無料

＊対象者には個別に予診票をお渡しします。

　厚労省はこれまで異なるワクチンの接種間隔について、生
ワクチンの場合は接種後 27 日以上、不活化ワクチンについ
ては接種後 6 日以上の間隔をあけることとしていましたが、
注射生ワクチン同士を接種する場合以外のワクチン接種間隔

を撤廃することが決まりました。

＊注射生ワクチン同士の接種間隔は現行どおり 27 日以上。

令和 2 年 10 月 1 日から
ワクチンの接種間隔の規定が撤廃されます

広報あきでは、地域の話題・情報をお待ちしています。　■問　総務課 ☎35・1000 12広報あき 令和2年 10月



子育て information子育て information
地域子育て支援センター
■問　地域子育て支援センター（安芸おひさま保育所内）

☎・637・9310

　子育てを一人で頑張っていませんか？みんな悩みながら

も子育てしていることに共感したり、子育てが少しでも楽

しくなるように、悩みを話せる子育て仲間や、子どもたち

の小さな出会いの場として、気軽にご利用ください。

○なかよし広場
　子育て仲間との交流の場として、元気館のホールにて

親子で楽しめる広場を開催しています。

『ハロウィンであそぼう！』
～みんなでおばけになりきってハロウィンをたのしみましょう！～

▽と　き　10 月 30 日（金）　10 時～ 12 時

▽ところ　健康ふれあいセンター『元気館』

▽申　込　地域子育て支援センター

　　　　　（安芸おひさま保育所内）

▽締　切　10 月 23 日（金）　▽参加費　無料

▽持ち物　仮装グッズ（なくても大丈夫です）

　　　　　着替え、お茶、タオルなど

＊当日30 ～ 40 分程度でかぼちゃバッグを作り、その後元気館を出

発し、周辺をパレードする予定です。なお、10月２２日、２７日の体

験入園で衣装作りをします（今後の新型コロナウイルス感染症の状

況によっては、変更します）。

＊高校生のふれあい体験学習は、

新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため中止します。

○保育室・園庭開放
　安芸おひさま保育所の保育室や園庭を開放していま

す。子ども同士、保護者同士のふれあいの場としてご利

用ください。

▽と　き　平日 9 時～ 16 時

○体験入園
▽と　き　10月1日（木）、6日（火）、8日（木）、13日（火）、

　　　　　　22 日（木）、27 日（火）、29 日（木）9 時～ 12 時

▽ところ　安芸おひさま保育所

▽持ち物　着替え、お茶、タオルなど

○電話相談・面接相談
　育児の悩みなどお気軽にご相談ください。

　面接相談の際は事前にご連絡ください。

▽と　き　平日 9 時～ 16 時

■問　市民課市民係☎35・1001 ＊許可を頂いた人のみ掲載しています。

＊ほか 1 人の赤ちゃんが誕生しています。

お誕生おめでとう

【安芸】

山本 秀晃・ちえ

小松 陽介・奈都

吉良 皇帝・円花

男

女

男

8 月 18 日

8 月 26 日

8 月 28 日

華
かいちろう

一朗

涼
す ず か

花

旺
おうしろう

志朗
【伊尾木】

畠山 　連・紗矢 女 8 月 16 日蘭
ら な

七

【下山】

平山 勇次・奈々 男 8 月 17 日慶
け い じ

次

【川北】

溝淵 　猛・沙吏 男 8 月 29 日大
と も や

也

保　護　者 性別 赤ちゃん 誕生日 保　護　者 性別 赤ちゃん 誕生日

8 月生まれ

■問　安芸おひさま保育所☎・637・9310

○巡回体験入園・巡回相談
　月に１回地域の保育所で開催しています。絵本や手作り

おもちゃがありますので、遊びに来てください。

▽と　き　10月15日（木） 　10時 ～11時30分（体験入園）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分（育児相談）

▽ところ　伊尾木保育所

　次回は、11 月 19 日（木）井ノ口保育所です。

＊今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては急遽中止となる可能性があります。

○一時保育をご利用ください

▽対象児童　安芸市在住の満 1 歳～就学前まで

▽定　　員　1 日あたり 5 人

▽利用日数　1 カ月あたり 14 日以内

▽利 用 料　半日 1,000 円　1 日 2,000 円

～ 11 月普通食～

▽と き　11 月 17 日（火）

▽申 込　11 月 12 日（木）

　　 　　締切

▽定 員　1～5歳まで10人

▽食 費　300 円

○給食試食会
　 保育所の給食を親子で一緒に体験してみませんか。

～ 10 月普通食～

▽と き　10 月 22 日（木）

▽申 込　10 月 20 日（火）

　　 　　締切

▽定 員　1～5歳まで10人

▽食 費　300 円

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お土産拾いな

ど競技への参加を中止します。

安芸おひさま保育所の運動会への参加は中止します

【井ノ口】

小原 伸雄・優子

小松 宗徳・晃奈

男

女

8 月 8 日

8 月 25 日

賢
け ん と

斗

虹
こ の

埜

【土居】

髙橋 裕征・明子 男 8 月 1 日陽
はる

▽利用時間　平日（土、日、祝日を除く）

　　　　　　1 日（8 時 30 分 ～ 16 時 30 分）

半日(8 時 30 分 ～ 12 時 30 分

　　　または 12 時 30 分 ～ 16 時 30 分）

家庭や子育てに関する相談　■問　家庭児童相談室 ☎35・292013 広報あき 令和2年 10月



高知県からのお知らせ　森林所有者の皆さんへ

間伐や造林などに関する支援制度（令和２年度）

1.施業を集約化し、間伐などを行う場合の補助事業

2.自分で自分の山を手入れをする場合の補助事業（自伐林家などを含む）

3.再造林および被害防護施設などに対する支援制度

○造林事業(国庫補助など)　下表以外の作業種…再造林、鳥獣害防止施設、下刈、森林作業道など

■緊急間伐総合支援事業(県補助)　下表以外に路網整備（500～1,500円／ｍ）

■森林資源再生支援事業（県補助）　造林事業、木材安定供給推進事業への嵩上げ（造林事業などと合計でおおむね90%相当）、林地残材などの運搬に要する経費への支援など

■木材安定供給推進事業（国庫補助）　下表以外の作業種…資源高度利用型施業（一貫作業、鳥獣害防止施設等）、林業専用道（規格相当）、森林作業道など

■みどりの環境整備支援交付金（県補助）　造林事業への嵩上げ ➡（造林事業と合計でおおむね90%相当）

お問い合わせ先

区分 作業種 対象林齢 事業内容 事業規模 間伐率 補助要件など 補助率

除伐 11 ～ 25 年生（除伐） 不用木の除去、不良木の淘汰 0.1ha 以上／施行地

下記の①、②のいずれかに該当していること。
①森林経営計画の認定を受けた者。
②特措法に基づく特定間伐促進計画の事業主体

　に位置付けられた者。
＊施業実施前に「事前計画書」の提出に努めること。

68%

保育間伐 A

11 ～ 35 年生

保育間伐 B

36 年生～

保育間伐 D

31 ～ 60 年生

不用木の除去、不良木の淘汰
＊保育間伐 B は、伐採木の平均胸高直径

が 18cm 未満

0.1ha 以上／施行地

30%11 ～ 60 年生
＊森林経営計画に基づく

場合は標準伐期齢の 2 倍
以下の林齢

間伐および伐倒木の搬出集積

0.1ha 以上／施行地
①森林経営計画に基づく場合

森林経営計画ごとに間伐・更新伐の
施行地面積の合計が 5ha 以上で平
均搬出材積が10㎥ /ha 以上

②特定間伐等促進計画に基づく場合
集約化実施計画ごとに間伐・更新伐
のそれぞれにおいて施行地面積の合
計が 5ha 以上で平均搬出材積が10
㎥ /ha 以上

下記の①、②のいずれかに該当していること。
①森林経営計画の認定を受けた者。
②特措法に基づく特定間伐促進計画の事業主体
　に位置付けられた者、かつ集約化実施計画の

　対象森林。
＊施業実施前に「事前計画書」を提出すること。
　（森林作業道の計画を含む）

31 ～ 90 年生
伐倒および伐倒木の搬出集積

植生の更新（天然更新を含む）

保育間伐 C

11 ～ 60 年生
不用木の除去、不良木の淘汰 0.1ha 以上／施行地

下記の①、②のいずれかに該当していること。
①市町村
②森林整備法人、森林組合、森林法施行令第 11
　条に定める特定非営利活動法人など

72%（保安林また

は市町村森林整
備計画に規定する
公益的機能が高い
森林）

または県が定め

た標準単価の

36%（その他）

作業種 対象林齢 事業内容 事業規模 間伐率 補助要件など 補助率

間伐（搬出） 林齢制限なし

○不用木の除去、不良木の淘汰

○支障木やあばれ木などの

　伐倒・造材・集材搬出集積・

　積み込み・原木仕分け費 0.1ha 以上

／施行地

30%

【体質強化】
①体質強化計画に明記された「原木供給計画参画事業実

施主体」のうち市町村、森林整備法人などおよび選定
経営体。

②同一林班または区域内に森林経営計画が作成されてい
る場合は、翌年度末までに本事業での施行箇所を経営
計画対象森林とするよう努めること。

 定額 

【成長産業化】
①市町村、森林整備法人などおよび選定経営体。
②同一林班または区域内に森林経営計画が作成されてい

る場合は、翌年度末までに本事業での施行箇所を経営
計画対象森林とするよう努めること。

③生産基盤強化区域内（除伐・保育間伐は、生産基盤強
化区域およびこれに準ずる区域）で実施すること。

除伐 11 ～ 25 年生 不用木の除去、不良木の淘汰 定額 151,000 円 /ha＋間接費以内

間伐（保育） 26 ～ 60 年生 不用木の除去、不良木の淘汰 25% 定額 141,000 円 /ha ＋間接費以内

作業種 対象林齢 事業内容 事業規模 間伐率 補助要件など 補助率

間伐（保育） 11 ～ 60 年生 公益林保全整備事業 0.1ha 以上／施行地 30%
保安林または市町村森林整備計画に規定する

公益的機能が高い森林で集約化が困難な森林。
定額 80,000 円 /ha

間伐（搬出） 31 ～ 60 年生 森林整備支援事業 0.1ha 以上／施行地
30% 国庫補助事業の対象とならない森林。

＊ 20% の間伐は、高知県小規模林業推進協議会の会
員に限定

定額 183,000 円 /ha

20% 定額 122,000 円 /ha 

作業種 補助要件など 補助率

再造林
造林事業および木材安定供給推進事業で採択された人工造林および附帯施設等整備

（鳥獣害防止施設等整備）、下刈り（隔年）とする。ただし、シカ被害防護施設については、

再造林と一体的に実施するものとする。

コンテナ苗による再造林：県が定めた標準単価の 27%以内
（補助率 68%の場合は合わせて 95%）

上記以外の作業種：県が定めた標準単価の 22%以内
（補助率 68%の場合は合わせて 90%）

シカ被害防護施設

下刈り（隔年）

再造林の推進

（林地残材など搬出）

再造林を行う皆伐施業地から発生する林地残材など（C材またはD材）を有効利用す

るために必要な山土場から利用施設までの運搬
定額　600 円 /m3（チップなど端材）

作業種 対象林齢 事業内容 補助要件など 補助率

除伐 11 ～ 25 年生 造林事業（森林環境保全直接支援事業（除伐））への嵩上げ
造林事業で

採択された除伐

および保育間伐

（A・B・C）

とする。

定額 35,000 円 /ha

間伐（保育）

11 ～ 35 年生 造林事業（森林環境保全直接支援事業（保育間伐 A））への嵩上げ 定額 35,000 円 /ha

11 ～ 45 年生 造林事業（森林環境保全直接支援事業（保育間伐 B））への嵩上げ 定額 30,000 円 /ha

31 ～ 45 年生 造林事業（森林環境保全直接支援事業（保育間伐 D））への嵩上げ 定額 20,000 円 /ha（林内整理ありの場合は 32,000 円）

11 ～ 45 年生 造林事業（環境林整備事業（保育間伐 C））への嵩上げ 定額 23,000 円 /ha

森
林
環
境
保
全
直
接
支
援
事
業

＊
保
育
間
伐

D
は
25
%

間
伐
（
保
育
）

間
伐（
搬
出
）

更
新
伐

間
伐
（
保
育
）

環
境
林
整
備
事
業

地方公共団体および森林所有者と協定を締結
した場合に限る（ ）

上記は、国および県の補助事業です。市町村によっては、独自の嵩上げなどを行っている場合がありますのでご確認ください。

また、事業を実施した場合には、転用制限期間（5年または10年）がありますので、山林を開発、転売、皆伐などを計画する場合は、必ず下記のお問い合わせ先へ連絡してください。

高知県林業振興・環境部木材増産推進課（造林・間伐担当）☎ 088・821・4602 ／安芸林業事務所☎ 34・1181
＊もしくは、お近くの市町村、森林組合までお問い合わせください。

環境林整備事業、みどりの環境整備支援交付金、

公益林保全整備事業には、県民の皆さんからお預

かりした森林環境税が活用されています。

・搬出材積：50m3/ha 未満

　350,000 円 /ha ＋間接費以内
・搬出材積：50 ～ 70m3/ha 未満

　(350,000 円 /ha ＋間接費）
　+76,000/ha 以内
・搬出材積：70m3/ha 以上

　（350,000 円 /ha ＋間接費）
　+152,000/ha 以内

350,000 円 /ha ＋間接費
＋搬出材積に応じて
76,000 円 /ha ～ 152,000 円
/ha を加算
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▽健診実施期間

　10 月１日～ 令和 3 年２月 28 日（5 カ月間）

▽自己負担　無料

　＊治療が必要な場合の治療費は自己負担

後期高齢者医療の歯科健診を受けましょう 
■問　市民課国保年金係☎35･1002

　後期高齢者医療の被保険者を対象に、歯・歯肉

の状態や口腔内の衛生状態などをチェックし、口

腔機能の維持・向上、全身疾患の予防などにつな

げるため、歯科健診を実施します。

　皆さんのお口の健康状態を知る良い機会となり

ますので、後期高齢者の特性に合わせた歯科健診

を受診しましょう。

①前年度 75 歳年齢到達者（昭和 19年 4月 1日～昭和

20年 3月 31日生まれの人）と前年度に後期高齢者医

療の歯科健診を受診した人には、受診券を事前

に送付します。

②上記①以外の人は、お住まいの市町村や広域連

合に申し込みすることで受診券が発行され、健診

を受けることができます。

▽対象者

　高知県後期高齢者医療の被保険者の人
＊ただし、長期入院中の人、施設などへの入所者の人は対象外です。

長期入院患者や施設入所の人は、すでに健康状態を把握され、

医師や施設管理者などの指導を受けていると考えられること

から、歯科健診の対象から除いています。（ ）

受診券発送前の実施機関の確認は、市民課国保年金係まで

お問い合わせください。（ ）

講座名 期日（曜日） 時間 回数 定員 受講料（全期） 講師名 備　考

エコクラフト

教室

11/10・17・24

12/1

毎週火曜日

19:00

～

21:00

4 10

無料

清遠 みか

巻きのクラフトを切る

作業から始め、手提げ

バッグを作ります。

＊初心者対象

おしゃれ

終活講座
11/10（火）

13:30

～

15:00

1 15

無料 小松 真紀
これからの人生、楽し

く過ごすためにはどう

したらいいの？その答

えを一緒に探しに行

きましょう！

キャンドル

教室
11/28（土）

13:30

～

15:30

1 12

無料

藤岡 さわ

キャンドルの神秘的

な明かりで心落ち着

く時間を過ごしてみ

ませんか。

来年の干支の丑
うし

を作

ります 。

材料費

1,500 円（ ）

材料費

1,000 円程度（ ）

ワークブック代

550 円（ ） おしゃれ終活
アンバサダー（ ）

女性の家 主催講座のご案内（後期） 
■問・申込

　女性の家☎34・3514

　申し込みは女性の家へ直接来館または電話でお申し込みください（9時～21時、日曜日は休館です）。

男性もどうぞ

▽受診回数　実施期間内に 1 回

▽受診方法

　事前に、受診を希望する登録歯科医院を予約し

て、受診してください。

▽持ち物

　被保険者証、受診券、問診票、入れ歯、お薬手帳

▽健診項目

　①歯の状態  ②咬合の状態  ③咀
そ し ゃ く

嚼機能

　④舌・口唇機能（舌および口唇の巧緻性）

　⑤嚥
え ん げ

下機能（だ液の飲み込みテスト）

　⑥口腔乾燥  ⑦口腔衛生状況  ⑧歯周組織の状況

　⑨問診　

▽実施機関

　受診券と同封の実施機関一覧表に記載されている

登録歯科医院

▽健診結果

　健診当日、受診した歯科医院で結果説明が行われ

ます。

▽その他

・歯科健診は、実施期間内に1回のみ無料の対象です。

後日、重複受診が判明した場合は、費用を請求します。

・健診結果は、保健指導などに活用させていただき

ますのでご了承ください。
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　国民年金に加入中（もしくは老齢基礎年金を受

給していない 60 歳以上 65 歳未満の間）に初診日

がある病気やケガなどで障がいの状態になったと

き、障害認定日（初診日から 1 年 6 カ月を経過し

た日、またはその期間内に症状が固定した日）に

おいて、障害等級の 1 級または 2 級に該当した場

合は、障害基礎年金を受けることができます。

ご存じですか？障害基礎年金
■問　市民課国保年金係☎35･1002

①初診日の月の前々月までの被保険者期間のう

ち、3 分の 2 以上の期間が、保険料を納めた期

間または保険料を免除された期間である。

②初診日の月の前々月までの直近の 1 年間に未納

期間がない。

　20 歳前に初診日のある病気やケガによって障

がいの状態になった人は、障害等級の 1 級または

2 級に該当すれば 20 歳から（障害認定日が20歳以

年金額

　1 級　977,125 円（月額約　81,427 円）

　2 級　781,700 円（月額約　65,142 円）

▽注意事項

　障害基礎年金の障害等級は、身体障害者手帳の

等級とは基準が異なります。例えば、身体障害者

手帳が 3 級でも国民年金では 2 級と認定され、障

害年金がもらえる場合もありますが、反対に身体

障害者手帳が 1 級でも障害基礎年金では不該当と

なる場合があります。

　障害基礎年金の該当となるかどうかは、身体障

害者手帳の等級で判断せず、市民課国保年金係ま

でお問い合わせください。

障害基礎年金を受けるには、次のいずれかの

納付要件を満たす必要があります。

後の場合は、障害認定日から）受給できます。ただ

し、この場合本人に一定額以上の所得がある場合

は、支給が制限されます。

10月1日は「浄化槽の日」です！
～浄化槽の適正管理はできていますか？～
■問　環境課☎35・1023

　合併処理浄化槽は下水道と同程度の汚水処理性

能を持つものですが、その機能を十分に発揮させ

るためには、正しい使い方と適正な維持管理が必

要です。

　浄化槽を設置している人は、浄化槽法で定めら

れた 3 つの義務「保守点検」「清掃」「法定検査」

をきちんと行いましょう。

〇保守点検

　浄化槽の機能が正常に発揮できるよう、国の基

準に従って点検・調整・修理を行うことです。県

の登録業者に委託して行ってください。

〇清掃（1 年に 1 回以上）

　国の基準に従って、浄化槽にたまった汚泥・汚

物・異物などを取り除き、各装置の掃除を行うこ

とです。市の許可業者に委託して行ってください。

〇法定検査（毎年1回）

　浄化槽が適正に設置され、保守点検や清掃が国

の基準どおり適正に実施されているか、また、放

流水が国で定められた基準どおり維持できている

かどうかを検査するものです。県の指定検査機関

に依頼して受検してください。

清掃許可業者名 連絡先

芸陽清掃社 ☎ 35・3888

西部衛生社
（ピースハウス M 株式会社）

☎ 35・3886

畠山衛生社 ☎ 35・5885

安芸清掃社 ☎ 35・5253

【市内の浄化槽清掃許可業者】

処理方式や規模によって回数が決まっ

ています（ ）

指定検査機関 連絡先

一般財団法人

高知県環境検査センター
☎ 088・860・2400

→　ごみの量が減らせます。 16広報あき 令和2年 10月



市民表彰の推薦を募集しています！
■問　総務課☎35・1000

　市民表彰は市の発展や公共福祉の推進に特に大きな功績のあった人や、市民の模範となる活動をされた人または

団体を選び、市民みんなでたたえ、私たちの生活に潤いと希望、活気をもたらすことを目的に行っています。

【推薦の方法】

　推薦は、市内の各対象分野の関係団体および公民

館などからの推薦または一般推薦とします。ただし、

一般推薦は 2 人以上の推薦者を必要とします。

　所定の推薦書により推薦してください。

▽市民賞

　市政・産業の発展、教育文化の振興、保健衛生の増進、

災害の防除、人命救助、市民の模範となる善行などに

尽力した個人または団体

【推薦の締切】　10 月 19 日（月）

【表彰の区分】

▽名誉市民賞

　市の出身者で、その功績や存在が市にとって大きな

名誉であると認められる人、または市民以外で市政や

産業・文化などに特に功績があった人

防災行政無線でJアラートの試験放送を行います
■問　危機管理課☎37・9101

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次

のとおり J アラートの試験放送を行います。この

放送は、全国瞬時警報システム ( Ｊアラート )( ＊ )

が防災行政無線で正常に動作しているか確認する

もので、全国一斉に試験放送が行われます。

＊ J アラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報

を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシス

テムです。

▽実施予定日時

　10 月 7 日（水）  11 時

▽試験放送内容

　市内 68 カ所に設置してある防災行政無線から、

一斉に、次のように放送されます。

　（上りチャイム音）

　「これは、Jアラートのテストです」

　「これは、Jアラートのテストです」

　「これは、Jアラートのテストです」

　「こちらは、ぼうさい安芸市です」

　（下りチャイム音）

新型コロナウイルス感染症に関連する
不当な差別や偏見をなくしましょう

■問　高知地方法務局人権擁護課☎088・822・3503

　新型コロナウイルス感染症に関連して、各地で感染

者や濃厚接触者、医療従事者などに対する根拠のない

言動や嫌がらせが発生しています。

　誤解や偏見に基づく差別を行うことは決して許され

ません。

　高知地方法務局では、新型コロナウイルス感染症に

関連する不当な差別、偏見、いじめなどの被害に遭っ

た人からの人権相談を受け付けています。

　困った時は、一人で悩まず、高知地方法務局に相談

してください。 

○みんなの人権 110 番☎ 0570・003・110

○子どもの人権 110 番☎ 0120・007・110

○女性の人権ホットライン☎ 0570・070・810

○インターネット人権相談 HP

　https://www.jinken.go.jp/

▽電話の受付時間

　平日 8 時 30 分 ～ 17 時 15 分

生ごみは、ひとしぼりして水切りを！　→17 広報あき 令和2年 10月



催
　
し

や
の
ま
る 

に
こ
に
こ
ひ
ろ
ば

園
庭
開
放

女
性
の
家 

10
月
の
常
掲
展

「
樋
口
教
室
手
作
り
バ
ッ
グ
展
」

「
ほ
っ
と
会
」
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

「
あ
っ
た
か
高
知
。
秋
の
お
も

て
な
し
一
斉
清
掃
」
に
参
加

し
ま
せ
ん
か
？

成
人
式
の
ご
案
内

第
2
回 

市
役
所
庁
舎
お
よ
び

市
立
安
芸
中
学
校
跡
地
活
用

検
討
委
員
会
を
開
催
し
ま
す

　

子
育
て
中
の
皆
さ
ん
！
お
子
さ
ん
と
一

緒
に
保
育
園
に
遊
び
に
来
ま
せ
ん
か
？

　

お
も
ち
ゃ
や
絵
本
、
季
節
の
遊
び
が

楽
し
め
ま
す
。

　

妊
娠
さ
れ
て
い
る
人
も
気
軽
に
足
を

運
ん
で
く
だ
さ
い
ね
。

▽
と　

き

　

10
月
8
日
（
木
）
・
22
日
（
木
）

　

9
時
30
分 

～ 

11
時

▽
と
こ
ろ　

矢
ノ
丸
保
育
園 

乳
児
棟

▽
対　

象

　

・
0
歳 

～ 

5
歳
ま
で
の

　
　

未
就
学
児
と
そ
の
保
護
者

　

・
妊
婦
さ
ん

▽
持
ち
物

　

着
替
え
、
お
茶
、
タ
オ
ル
な
ど

■
問

　

矢
ノ
丸
保
育
園
☎
6
35
・
3
6
0
0

　

令
和
3
年
安
芸
市
成
人
式
を
次
の

日
程
で
行
い
ま
す
。

▽
と　

き　

令
和
3
年
1
月
3
日
（
日
）

　

13
時 

～
（
受
付 

12
時 

～ 

13
時
）

▽
と
こ
ろ

　

市
民
会
館　

大
ホ
ー
ル

▽
新
成
人
対
象
者

　

平
成
12
年
4
月
2
日 

～

　

平
成
13
年
4
月
1
日
ま
で
に

　

生
ま
れ
た
人

＊
進
学
や
就
職
な
ど
で
市
外
に
引
っ
越
し

さ
れ
た
人
も
参
加
で
き
ま
す
。

　

参
加
を
希
望
の
人
は
11
月
末
ま
で
に

生
涯
学
習
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
問　

生
涯
学
習
課
☎
35
・
1
0
2
0

　

今
月
の
常
掲
は
、
着
物
の
生
地
を

使
っ
て
仕
上
げ
た
手
作
り
バ
ッ
ク
を
展

示
し
ま
す
。
リ
メ
イ
ク
や
、
和
布
が
お

好
き
な
人
な
ど
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
と　

き

　

10
月
1
日（
木
） 

～ 

10
月
28
日（
水
）

　

9
時
～
17
時
（
12
時
～
13
時
昼
休
み
）

　

＊
日
曜
日
、
祝
祭
日
は
休
館

▽
と
こ
ろ　

女
性
の
家
１
階
ロ
ビ
ー

■
問　

女
性
の
家
☎
34
・
3
5
1
4

　

市
役
所
庁
舎
お
よ
び
市
立
安
芸
中

学
校
の
移
転
に
伴
う
跡
地
活
用
に
つ

い
て
、
そ
の
活
用
方
法
を
検
討
し
、

跡
地
活
用
方
針
案
を
策
定
す
る
た
め

の
検
討
委
員
会
を
開
催
し
ま
す
。 

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
人
は
開
会
時

間
ま
で
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▽
と　

き　

10
月
26
日
（
月
）

　

14
時 

～ 

16
時 

　

（
受
付
開
始 

13
時
30
分
）　

▽
と
こ
ろ

　

消
防
防
災
セ
ン
タ
ー 

3
階 

避
難
室

■
問　

企
画
調
整
課
☎
35
・
1
0
1
2

　

私
た
ち
は
、
発
達
障
が
い
や
精
神
疾

患
の
家
族
が
い
る
人
の
集
ま
り
で
す
。

　

み
ん
な
で
お
茶
し
な
が
ら
、
日
ご

ろ
不
安
に
思
っ
て
い
る
こ
と
や
悩
ん
で

い
る
こ
と
を
一
緒
に
話
し
て
、
「
ほ
っ

と
」
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

▽
と　

き　

10
月
20
日
（
火
） 

　

18
時
30
分 

～ 

20
時

　

（
毎
月
第
3
火
曜
日
）

▽
と
こ
ろ

　

総
合
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
2
階

　

美
し
い
環
境
で
観
光
客
を
お
出
迎
え

す
る
た
め
、
観
光
地
周
辺
の
清
掃
を
行

う
「
あ
っ
た
か
高
知
。
秋
の
お
も
て
な

し
一
斉
清
掃
」
を
実
施
し
ま
す
。
皆
さ

ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

▽
と　

き

　

10
月
６
日
（
火
）
9
時
～
10
時

▽
と
こ
ろ

　

溝
ノ
辺
公
園
周
辺
（
野
良
時
計
東
）

そ
の
他
、
都
合
に
よ
り
閉
館
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
る

催
し
の
中
止
に
つ
い
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染

拡
大
防
止
の
た
め
、
例
年
開
催
し
て

お
り
ま
し
た
次
の
催
し
を
中
止
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

開
催
を
楽
し
み
に
さ
れ
て
い
た
皆

さ
ん
、
関
係
者
の
皆
さ
ん
に
は
誠
に

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理

解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

○
高
知
東
海
岸
グ
ル
メ
ま
つ
り

　

＆
鉄
道
の
日

○
土
佐
よ
さ
こ
い
ツ
ー
デ
ー
ウ
オ
ー
ク

○
安
芸
キ
ャ
ン
ド
ル
ナ
イ
ト
2
0
2
0

■
問

　

商
工
観
光
水
産
課
☎
35
・
1
0
1
1

○
第
22
回 

あ
き
元
気
フ
ェ
ス
タ

○
元
気
ふ
れ
あ
い
会
議
主
催

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

■
問

　

健
康
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
「
元
気
館
」

　

☎
32
・
0
3
0
0  

6
32
・
0
3
0
1

○
第
43
回 

安
芸
市
芸
能
祭

■
問

　

市
文
化
協
会
事
務
局

　

（
歴
史
民
族
資
料
館
内
）

　

☎
34
・
3
7
0
6

犯
罪
被
害
に
関
す
る

出
張
法
律
相
談
の
お
知
ら
せ

　

こ
う
ち
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
、
事
件
や
事
故
な
ど
の
被
害
に
あ

わ
れ
た
人
た
ち
を
対
象
に
、
当
セ
ン

タ
ー
登
録
弁
護
士
と
犯
罪
被
害
相
談

員
に
よ
る
無
料
の
出
張
法
律
相
談
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
2
年
度
も
、
偶
数
月
は
県
東

部
（
安
芸
市
）
、
奇
数
月
は
県
西
部

（
四
万
十
市
）
に
お
い
て
、
毎
月
第
3

火
曜
日
13
時
30
分
か
ら
15
時
30
分
の

間
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ご
希
望
の
人
は
、
次
の
連
絡
先
ま

　

ふ
れ
あ
い
研
修
室

▽
参
加
費　

1
0
0
円
（
お
茶
菓
子
代
）

■
問

　

福
祉
事
務
所
障
害
ふ
く
し
係

　

☎
35
・
1
0
0
9 

6
35
・
1
0
2
8

で
事
前
に
お
申
し
込
み
の
う
え
、
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
東
部
地
区
会
場
】

▽
と　

き　

10
月
20
日
（
火
）

　

13
時
30
分 

～ 

15
時
30
分

▽
と
こ
ろ

　

安
芸
総
合
庁
舎 

2
階 

中
会
議
室

　

（
安
芸
市
矢
ノ
丸
1
丁
目

4

-

36
）

【
西
部
地
区
会
場
】

▽
と　

き　

11
月
17
日
（
火
）

　

13
時
30
分 

～ 

15
時
30
分

▽
と
こ
ろ

　

幡
多
総
合
庁
舎 

2
階
会
議
室

　

（
四
万
十
市
中
村
山
手
通
19
）

▽
共　

催

　

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
こ
う

ち
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
、
法
テ

ラ
ス
高
知
、
高
知
県

■
問

　

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

　

こ
う
ち
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎

0
8
8
・
8
5
4
・
7
5
1
1

　

（
平
日
10
時 

～ 

16
時
）

　

＊
予
約
は
で
き
る
だ
け
事
前
に
お
願
い

し
ま
す
。

　

＊
清
掃
道
具
は
市
で
準
備
し
ま
す
。

■
問

　

商
工
観
光
水
産
課
☎
35
・
1
0
1
1

→　市役所代表 635・4445 までお問い合わせください。 18広報あき 令和2年 10月



募
　
集

農
耕
車
両
に
つ
い
た

土
や
泥
に
つ
い
て

安
芸
市
福
祉
移
送
サ
ー
ビ
ス

を
ご
存
知
で
す
か
？

税
務
課
資
産
税
係
か
ら
の

お
知
ら
せ

全
国
地
域
安
全
運
動

安
芸
市
花
の
街
角
推
進
事
業

　

農
耕
車
両
が
農
作
業
後
に
田
畑
か

ら
道
路
に
出
た
際
、
道
路
上
に
土
や

泥
の
か
た
ま
り
が
落
ち
て
い
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
自
動
車
の
走

行
だ
け
で
な
く
、
歩
行
者
や
自
転
車

の
通
行
の
妨
げ
に
な
り
、
交
通
事
故
の

原
因
に
も
な
る
た
め
大
変
危
険
で
す
。

　

ま
た
、
道
路
は
み
ん
な
で
使
う
と
こ

ろ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
路
に
土
や
泥

が
散
乱
し
て
い
る
様
子
は
、
環
境
美
化

の
点
で
も
大
変
気
に
な
る
も
の
で
す
。

　

や
む
を
得
ず
、
道
路
に
土
や
泥
を

落
と
し
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
速
や
か

に
ス
コ
ッ
プ
な
ど
で
取
り
除
き
道
路
の

清
掃
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
対
象
者

　

市
内
に
住
所
を
有
し
、
日
常
生
活

で
車
椅
子
を
使
用
し
て
お
り
、
単
独

で
タ
ク
シ
ー
や
公
共
交
通
機
関
な
ど

を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
人

で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

・
介
護
保
険
法
の
認
定
を
受
け
て
い

る
人

・
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
身
体
障
が

い
者
に
該
当
す
る
人

・
肢
体
不
自
由
、
内
部
障
が
い
を
有

す
る
人

▽
移
送
の
範
囲

　

居
宅
と
病
院
や
金
融
機
関
な
ど
の

本
人
が
手
続
き
な
ど
を
行
う
必
要
が

あ
る
施
設
（
安
芸
市
内
ま
た
は
近
隣
市

町
村
）

▽
運
行
時
間

　

8
時
30
分 

～ 

17
時
30
分

▽
利
用
料
金　

片
道

1
5
0

円

＊
事
前
予
約
が
必
要
。
予
約
状
況
に
よ
り

希
望
日
に
利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

＊
運
転
手
よ
る
介
助
は
で
き
ま
せ
ん
。
介

　

安
芸
市
で
は
、
市
民
お
よ
び
市
外

か
ら
の
観
光
客
の
心
を
和
ま
せ
、
癒

す
た
め
、
市
民
自
ら
が
行
う
植
栽
活

動
に
対
し
て
、
必
要
な
資
材
支
給
を

予
算
の
範
囲
内
で
行
う
、
花
の
街
角

推
進
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

予
算
が
上
限
に
達
し
次
第
終
了
と

な
り
ま
す
の
で
、
申
請
さ
れ
る
場
合

は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

▽
申
請
者

　

地
域
の
代
表
者
お
よ
び
各
種
団
体
の
長

▽
支
給
金
額

　

申
請
1
件
あ
た
り
3
万
円
ま
で

　

（
複
数
回
申
請
可
能
）

▽
手
続
き

　

見
積
書
と
実
施
場
所
の
写
真
を
添
え

て
商
工
観
光
水
産
課
へ
申
請
し
て
く
だ

さ
い（
申
請
書
な
ど
は
商
工
観
光
水
産

課
の
窓
口
に
て
配
布
し
て
い
ま
す
）
。

■
問

　

商
工
観
光
水
産
課
☎
35
・
1
0
1
1

　

固
定
資
産
税
は
土
地
・
建
物
、
償

却
資
産
を
有
し
て
い
る
人
に
賦
課
さ

れ
る
税
金
で
す
。

　

納
税
通
知
書
の
送
付
は
4
月
で
す

が
、
課
税
の
基
準
と
な
る
の
は
毎
年

1
月
1
日
で
す
。

　

令
和
3
年
度
固
定
資
産
税
課
税
の

た
め
、
本
年
中
に
建
物
を
新
築
・
増
築
・

取
り
壊
し
さ
れ
た
場
合
や
土
地
の
利

用
方
法
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、
12
月

28
日
（
月
）
ま
で
に
税
務
課
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

10
月
11
日
（
日
）
～ 

10
月
20
日
（
火
）

　

今
年
も
、
全
国
一
斉
に
地
域
安
全
運

動
が
実
施
さ
れ
ま
す
！

　

期
間
中
、
安
芸
地
区
地
域
安
全
協

会
と
安
芸
警
察
署
で
は
、
地
域
安
全

推
進
員
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
の
防
犯

団
体
と
連
携
し
て
「
み
ん
な
で　

つ
く

ろ
う　

安
心
の
街
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、

地
域
安
全
運
動
を
推
進
す
る
た
め
各
種

行
事
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
こ
の
期
間
に
、
地
域
の
安

全
や
家
庭
の
防
犯
に
つ
い
て
確
認
し
合

い
、
事
件
・
事
故
の
な
い
安
全
安
心
な

街
づ
く
り
・
家
庭
づ
く
り
に
取
り
組
み

ま
し
ょ
う
。

■
問

　

安
芸
地
区
地
域
安
全
協
会

　

☎
35
・
7
6
6
6

【
D
V

相
談

：

相
談
窓
口
】

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、
生
活
不
安
・
ス
ト
レ
ス
に
よ
り

配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力
（
D
V
）
の
増

加
や
深
刻
化
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

夫
婦
の
間
な
ど
で
「
暴
力
を
振
る
わ

れ
て
い
る
」
「
辛
い
」
と
感
じ
た
ら
、
ま

ず
は
、
こ
ち
ら
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

①
全
国
共
通
相
談
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
0
5
7
0
・
0
・
5
5
2
1
0

②

D
V

相
談
＋（
プ
ラ
ス
） 

お
知
ら
せ

D
V
相
談
窓
口
を

開
設
し
て
い
ま
す

　

家

庭

内
（
夫
婦
間
、
親
子
間
の
暴

力
）
お
よ
び
恋
愛
関
係
の
当
事
者
間
に

お
け
る
暴
力
な
ど
に
つ
い
て
、
専
門
の

相
談
員
に
よ
る
相
談
窓
口
を
開
設
し
て

第
2
・
第
4
金
曜
日
以
外
の
平
日
8

時
30
分
～
17
時
15
分
は
福
祉
事
務

所
障
害
ふ
く
し
係
で
対
応
し
ま
す

　

令
和
3
年
度
固
定
資
産
税
に
対
し

軽
減
措
置
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
令

和
2
年
9
月
号
広
報
ま
た
は
市
H
P

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

助
が
必
要
で
あ
れ
ば
、
介
助
者（
1
人

の
み
）が
同
乗
す
る
か
、
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
な
ど（
訪
問
介
護
な
ど
）
を
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。

■
問

　

市
民
課
介
護
保
険
係

　

☎
35
・
1
0
0
3

■
問

　

建
設
課
☎
35
・
1
0
1
4

　

農
林
課
☎
35
・
1
0
1
6

建
物
を
新
築
・
増
築
・

取
り
壊
し
さ
れ
た
皆
さ
ん
へ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
る
事
業
収
入
が
減

少
し
た
中
小
事
業
者
等
の
人
へ

い
ま
す
。
ま
ず
は
電
話
で
相
談
を
！

＊
相
談
員
は
こ
う
ち
被
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー
の
支
援
員
で
す
。

＊
電
話
で
の
相
談
時
に
は
住
所
、
氏
名
は

言
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
（
通
話
料
は

自
己
負
担
で
す
）
。

＊
来
所
に
よ
る
相
談
も
可
能
で
す
。

▽
と　

き　

毎
月
第
2
、
第
4
金
曜
日

　

10
月
は
9
日
、
23
日　

10
時
～
15
時

▽
と
こ
ろ

　

総
合
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
1
階

　

相
談
室

▽
対
象
者　

市
内
在
住
の
人

■
問

　

☎
0
8
0
・
3
1
6
7
・
2
9
1
8

　

☎
35
・
1
0
0
9
6
35
・
1
0
2
8

・
24
時
間
対
応
電
話

　

☎

0
1
2
0
・
2
7
9
・
8
8
9

・
S
N
S

相
談

　
（
受
付
時
間
：
12
時 

～ 

22
時
ま
で
）
、

　

メ
ー
ル
相
談
（
24
時
間
受
付
）

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ア
ク
セ
ス
：

h
ttp

s
://s

o
u
d
a
n
p
lu

s
.jp

　

・
外
国
人
相
談
者
向
け
相
談

　
（
受
付
時
間
：
12
時 

～ 

22
時
ま
で
）

＊
S
N
S

相
談
に
よ
り
対
応
予
定

・
W
E
B
面
談

　
（
相
談
状
況
に
応
じ
て
対
応
）

＊
各
相
談
の
受
付
期
間
に
つ
い
て
は
、
今

後
の
感
染
症
対
策
の
状
況
に
よ
り
変
わ

り
ま
す
。

■
問

　

税
務
課
資
産
税
係
☎
35
・
1
0
0
6

本文にFAX番号の記載がない場合のお問い合わせは　→19 広報あき 令和2年 10月



10月の
 日 月 火 水 木 金 土
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13

20

27

7

14
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28

4

11

18

25

5

12

19

26

１

8

15

22

29

２

9

16

23

30

3

10

17

24

31

 

 

 

 

休

館

日

×印は休館日 ○印はおはなし会　

○

安芸市民図書館☎ 35・5638

「苔ボトル」
●戸津 健治　文　　佐々木 浩之　写真

（コスミック出版）

　最近、苔が人気の植物の 1 つになっているよう

ですが、皆さんは苔の栽培、鑑賞方法についてご

存知でしょうか？

　今月紹介する本は、タイトル通り、苔をガラス

容器に入れて、人の手で育てるためのノウハウを

書いた本です。苔栽培を始めてみたい人も参考に

なるでしょうし、たくさん写真が掲載されていま

すので、写真を見るだけでも楽しいと思います。

一度、手に取ってみませんか？

＝10月の新刊案内＝
[ 児童書 ]

▽つぼいじゅり「おにぎりさんきょうだい」　▽布川愛子「ひみつがあります」

▽かんべあやこ「ことわざしょうてんがい」　▽いとうひろし「くろりすくんとしまりすくん」

▽村上しいこ「イーブン」ほか

[ 一般書 ]

▽春日太一「時代劇入門」　▽エクスナレッジ社編「小さな平屋。」

▽楡周平「食王」　　　　　▽彩瀬まる「まだ温かい鍋を抱いておやすみ」

▽樋口恭介「すべて名もなき未来」ほか

【開館時間】

平日 → 9時30分 ～ 19時まで

土日 → 9時30分 ～ 17時まで

【童（わらし）っ子】

絵本の読み聞かせなどを行います。

＊新型コロナウイルス感染症拡大状況

　により中止になる場合があります。

▽と　き

　10月3日（土）　14時 ～

　今年で 57 回目を迎える文化財史跡めぐり。

今回は本山城跡を中心に土佐れいほく地域を訪

れます。本山城は安藝國虎と同じく「戦国土佐

の七雄」の一人である本山氏の城で、長宗我部

元親に攻められ落城しました。堀切や竪堀など

の遺構が残り、近年歩きやすいように整備され

ています。また、麓

には本山町出身の作

家・大原富枝の文学

館が建ち、土居屋敷

跡などの史跡も残る

本山町。深まりゆく

秋にれいほくの歴史

を満喫しませんか。

　なお、当日は山道

を 30 分ほど歩きます

ので、山登りに不安

のある人は、一度お

問い合わせください。

文化財史跡めぐり参加者募集
■問・申込　歴史民俗資料館☎34・3706

▽と　き　11 月 3 日（火・祝）

　　　　　市役所 8 時 30 分 発 ～ 17 時 帰着予定

▽行き先

　高知県長岡郡本山町方面

　（本山城跡・大原富枝文学館・帰全山公園ほか）

▽募集人員　20 人

　　　　　　（申し込み多数の場合、初めての人優先）

▽対　象　市内在住で小学生以上の人

　　　　　（小学生は保護者同伴）

▽参加費　6,300 円

　　　　　（バス代・昼食代・入館料を含む）

▽申込方法

　往復はがきに「文化財史跡めぐり参加希望」と

明記し、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号・

当日の連絡先（携帯番号など）を記入してお申し込

みください（1 通で 2 人まで。2 人参加の場合は 2 人

の住所・名前などを記載）。

▽締め切り　10 月 10 日（土）当日消印有効　

▽申込先　歴史民俗資料館（安芸市土居 953－イ）

＊なお、新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況によ

り中止となる場合があります。その際は参加者へ直接

お知らせします。▲野中兼山像（帰
き ぜ ん ざ ん

全山公園内）

安芸市フェイスブック  →  http://www.facebook.com/city.aki 20広報あき 令和2年 10月



一般廃棄物最終処分場放流水水質検査

pH

５．８～８．６

５．８～８．６

7.9

処分場独自排水目標

法排水基準

8月  5日

SS
mg/ℓ

２０以下

１５０以下

１．０未満

COD
mg/ℓ

２０以下

１２０以下

1.2

BOD
mg/ℓ

１０以下

１２０以下

０．５未満

大腸菌群数
個/㎖

３，０００以下

３，０００以下

３０未満

採取試験日

東山旧処分場放流水水質検査

pH

５．８～８．６

５．８～８．６

8.0

処分場独自排水目標

法排水基準

8月 12日

SS
mg/ℓ

２０以下

１５０以下

１．０未満

COD
mg/ℓ

２０以下

１２０以下

3.2

BOD
mg/ℓ

１０以下

１２０以下

０．５未満

大腸菌群数
個/㎖

３，０００以下

３，０００以下

３０未満

採取試験日

安芸市・芸西村火災救急出動状況

火

災

救

急

8　月　分 累　　　計

安芸市芸西村 計 安芸市芸西村 計

4

0

1

5

62

1

16

15

9

103

0

0

0

0

17

1

2

6

0

26

4

0

1

5

79

2

18

21

9

129

4

0

4

8

375

29

110

127

17

658

1

0

1

2

98

7

20

35

2

162

5

0

5

10

473

36

130

162

19

820

種 　 別

建 物

林 野

そ の 他

　 計 　

急 病

交通事故

一般負傷

転 院

そ の 他

　 計 　

総人口   　16,933人

8,089人男

8,844人女

（前月比：9人減）

（　〃　：4人減）

（　〃　：5人減）

世帯数 8,228

6,554人
1,458人
2,848人
233人
1,928人
1,962人
175人
685人
1,090人

安芸町

伊尾木

川　北

東　川

土　居

井ノ口

畑　山

穴　内

赤　野

（＊地区別人口）

【令和2年8月末日現在】（外国人含む）

人 口 統 計

＊地区別人口の地区内訳は令和2年4月号P25を参照してください。

▽と　き　10 月 1 日（木）10 時 ～ 15 時
　　　　　（12 時から 13 時まで昼休み）

▽ところ　総合社会福祉センター

＊新型コロナウイルス感染症拡大防止による影響で変更する場合があります。

■問　法務局安芸支局☎ 35・2272

▽と　き　10 月 21 日（水）10 時 ～ 12 時

▽ところ　総合社会福祉センター

＊新型コロナウイルス感染症拡大防止による影響で変更する場合があります。

■問　総務課☎ 35・1000

　国の仕事やサービスで、困っていること、わからないことがありま

したら、総務省の行政相談をお気軽にご利用ください。

　総務省では、多くの皆さんに行政相談を利用していただけるよう毎

年 10 月に「行政相談週間（今年度は 10 月 19 日～ 25 日）」を設けて

おり、下記日程で行政相談を行います。

▽と　き　10 月 1 日（木）10 時 ～ 14 時 30 分
　　　　　（12 時から 13 時まで昼休み）

▽ところ　総合社会福祉センター　2 階 中会議室

＊新型コロナウイルス感染症拡大防止による影響で変更する場合があります。

■問　南国年金事務所☎ 088・864・1111

▽と　き　10 月 19 日（月）13 時 30 分 ～ 15 時 30 分

▽ところ　安芸ひまわり基金法律事務所（商工会議所2階）

＊相談無料　1 人 30 分で予約制

＊借金などでお困りの人については、随時無料で受け付けしています。

＊法テラスの制度も使えます。

■問　安芸ひまわり基金法律事務所☎ 35・8200

行 政相談

人 権相談

年 金相談

法 律相談

相 談

8 月  市長の活動　この公務記録には、庁内での打合せ、ご面会等は掲載していません。

8
月
3
日
（
月
）

・
庁
議

・
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総

合
戦
略
推
進
本
部
会

・
安
芸
商
工
会
議
所
専
務
と
の
懇
談

・
三
菱
商
事
㈱
関
西
支
社
総
務
部
長

ほ
か
と
の
リ
モ
ー
ト
懇
談

8
月
4
日
（
火
）

・
高
知
地
方
気
象
台
長
ほ
か
と
の

懇
談

・
定
例
記
者
会
見

・
課
長
会
・
市
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
本
部
会

8
月
5
日
（
水
）

・
内
外
情
勢
調
査
会
高
知
支
部
懇
談

会
に
出
席
（
高
知
市
）

8
月
6
日
（
木
）

・
（
在
庁
）

8
月
7
日
（
金
）

・
四
国
森
林
管
理
局
業
務
管
理
官
ほ

か
と
の
懇
談

・
県
ハ
イ
ヤ
ー
協
会
か
ら
コ
ロ
ナ
対

策
に
関
す
る
要
望
を
受
け
る

・
市
農
業
後
継
者
対
策
協
議
会
に

出
席

8
月
11
日
（
火
）

（
在
庁
）

8
月
12
日
（
水
）

（
在
庁
）

8
月
13
日
（
木
）

・
高
知
市
長
と
の
懇
談
（
高
知
市
）

8
月
14
日
（
金
）

（
在
庁
）

8
月
17
日
（
月
）

・
交
通
安
全
市
民
会
議
功
労
者
表
彰

選
考
委
員
会
に
出
席

8
月
18
日
（
火
）

・
第
４
回
市
議
会
臨
時
会

・
市
議
会
議
員
協
議
会
に
出
席

・
K
U
T
V
テ
レ
ビ
高
知
か
ら
取
材

を
受
け
る

8
月
19
日
（
水
）

・
こ
う
ち
安
芸
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
㈱
専

務
と
の
懇
談

・
明
治
安
田
生
命
保
険
相
互
会
社
高

知
支
店
か
ら
の
「
私
の
地
元
応
援

募
金
」
受
納
式

8
月
20
日
（
木
）

（
在
庁
）

8
月
24
日
（
月
）

（
在
庁
）

8
月
25
日
（
火
）

（
在
庁
）

8
月
26
日
（
水
）

・
四
国
国
道
協
会
要
望
活
動
に
出
席

（
高
松
市
）

8
月
27
日
（
木
）

・
９
月
補
正
予
算
査
定

・
県
ト
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
に
出
席

　
（
高
知
市
）

8
月
28
日
（
金
）

・
救
急
救
命
功
労
者
感
謝
状
贈
呈
式

・
時
事
通
信
社
高
知
支
局
長
と
の

懇
談

・
こ
う
ち
安
芸
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
㈱
株

主
総
会
に
出
席
（
高
知
市
）

8
月
31
日
（
月
）

・
市
連
合
婦
人
会
会
長
ほ
か
と
の

懇
談

・
㈱
須
崎
青
果
社
長
と
の
懇
談

21 広報あき 令和2年 10月
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6

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載され

ている行事、講座、窓口の開設などが中止または延期

になる場合があります。各行事などの実施については、

お出かけの前に、市ホームページやお問い合わせなど

によりご確認いただきますようお願いします。

日 曜 10月の主な行事 時　間 場　所

＊新型コロナウイルス感染症の拡大状況により変更となる場合があります。

--
市議会第3回定例会（9月議会）

（～5日予定） 議場10：00～

月26
第2回市役所庁舎および市立安芸中学校
跡地活用検討委員会

消防防災センター14：00～16：00

土3
四国アイランドリーグ公式戦

（高知FD  VS  愛媛MP）
安芸タイガース

球場
14：00～

火6
あったか高知。
秋のおもてなし一斉清掃 溝ノ辺公園周辺9：00～10：00

日18 第48回ファミリー釣り大会 安芸漁港6：30～

　

広
報
あ
き
創
刊

7
0
0

号
記
念
特
集
を
作
成
す
る
に

あ
た
り
、
過
去
の
広
報
を
創
刊
号
か
ら
全
て
読
み
返
し
て

い
る
と
、
ま
ち
並
み
の
移
り
変
わ
り
や
数
え
切
れ
な
い
ほ

ど
の
出
来
事
、市
民
の
皆
さ
ん
の
思
い
や
人
生
な
ど
が
「
広

報
あ
き
」
に
詰
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
広
報
紙
は
安
芸
市
の

今
を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
後
世
へ
と
つ
な
い
で
い
く
重

要
な
史
書
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
き
、
改
め
て
広
報

を
担
当
す
る
者
と
し
て
の
責
任
の
重
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。

　

ま
た
移
住
者
特
集
で
は
、
快
く
取
材
を
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん

か
ら
安
芸
市
へ
の
愛
を
語
っ
て
い
た
だ
き
、
本
当
に
貴
重
な
お
話
を
聞

か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
「
広
報
あ
き
」
を
ご
愛
読
い
た
だ
き
、
よ
り
市
民
の
皆

さ
ん
か
ら
親
し
み
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
紙
面
内
容
も
さ
ら
に
パ

ワ
ー
ア
ッ
プ
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
嗣
）

編集室
から

編
集

・
発

行
：

安
芸

市
総

務
課
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広
報

あ
き

は
資

源
保

護
の

た
め

再
生

紙
を

使
用

し
て

い
ま

す
。

【
発

行
日

】

令
和

2
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月
 1

日


